
企画提案書の作成にあたっての留意事項等

１　企画提案の内容について
(1) 愛知県産農産物の海外販路創出や海外ＰＲを目的とした実践的活動について、事業の目的・目標を明確にするとともに、事業の実施場所の確保、会場の装飾から対象農産物の調達、輸送・保管方法、販促コンセプトを始め、調査等の内容、取組の運営方法、集客宣伝方法、関係者との連携事項など総合的な企画提案をお願いします。

(2) 企画提案書の書式は、Ａ４版・縦置きとし、片面６枚程度としてください。

企画提案書の項目欄に書ききれない場合は、適宜、項目欄を拡大してください。

なお、記入項目とその順序は変更しないでください。

(3) 要点、ポイントを、明確かつ簡潔に記入してください。
(4) 次年度以降の予算措置を必要とする事業は提案できません。
２　契約期間・事業実施期間について
(1) 契約期間は、契約日（６月中旬を予定）から平成２１年２月２８日までとしますが、事業自体は契約期間満了日の１か月程度前までに完了するように計画してください。事業完了の日から契約期間満了日までの間は「成果報告書作成、提出」に充ててください。なお、３月中旬には成果報告会を予定しています。
(2) 契約期間すべてを事業の実施期間とする必要はありません。
３　事業費積算について
委託金額の範囲内で適正に事業が実施できるよう積算してください。
※委託費の上限は９８５，０００円（消費税等含む）です。
４　委託業務の協議について
選定された企画提案に基づき、県と協議のうえ、委託業務書を作成しますが、一部事業内容の変更等をお願いすることがあります。
５　その他

応募に当たっての御相談は、下記まで御連絡ください。

〒４６０－８５０１（住所記載不要）

愛知県農林水産部園芸農産課特産グループ

電　　　話　　０５２－９５４－６４１６（ダイヤルイン）

電子メール　　engei@pref.aichi.lg.jp
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